
予防接種法に基づく定期の予防接種については次の表のとおりですので忘れずに接種しましょう。

　　◎指定医療機関（裏面参照）で、予防接種を受けてください。(事前に予約が必要です。）

標準的な接種年齢 接種量 方法 回数 間　隔

日本脳炎  2期
９歳の誕生日の
前日～１０歳に
達するまで

0.5ｍｌ 皮下 １回

１回目（１期１
回に相当）

２回目（１期２
回目に相当）4

１回目から6～
28日（緩和規定
あります）

３回目（１期追
加に相当）

２回目から6月以
上（概ね１年）

４回目（２期に
相当）

３回目から６日以
上（できれば５
年）

１期１回目

１期２回目
１回目から６日以
上

1期追加
２回目から６月以
上（概ね１年）

２期
１期追加から６日
以上（できるだけ
あける）

ジフテリア

破傷風
2種混合
ワクチン

１１歳に達した
時から１２歳に
達するまでの期
間

0.1ｍｌ 皮下 1回

2価
ワクチ
ン（サー
バリック
ス）

２回目：１回目か
ら１月以上の間隔
をおく
３回目：１回目の
接種から５月以
上、かつ2回目の
接種から2月半以
上の間隔をおく

４価
ワクチ
ン（ガー
ダシル）

２回目：１回目の
接種から１月以上
の間隔をおく
３回目：２回目の
接種から３月以上
の間隔をおく

◎　接種当日は、「母子健康手帳」「予防接種予診票」を忘れずにお持ち下さい。

◎　接種する際は必ず、説明書『予防接種と子どもの健康』をお読み下さい。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

◎　予診のみで予防接種ができなかった場合は、母子手帳を持参し、町健康増進課で予診票の再交付を受けてく ださい。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

◎　対象年齢は法律に基づき、誕生日の前日で１歳を加算します。

　　「～歳未満」とは、その誕生日の前日までですのでご注意ください。

日本脳炎
（特例②）

平成19年4月2日
～平成21年10月
1日に生まれた方

２期は９歳の誕
生日の前日～１
３歳の誕生日の
前日まで。
１期(３回）を７
歳半までに接種
できなかった場
合、１期未接種
分を２期接種期
間（９歳以上１
３歳未満）に接
種できます。

0.5ｍｌ 皮下

平成１７年度から平成２１年度ま
で接種勧奨を差し控えたことによ
り、日本脳炎の予防接種を受ける
機会を逸した方に対する特例で
す。

７歳半を超えた方の予防接種

対象疾病 接　　　　　種
備　　　考

(ワクチン） 対　象　年　齢

子
宮
頸
が
ん
予
防

　　　２期
１１歳の誕生日の
前日～１３歳の誕
生日の前日まで

日本脳炎
（特例①）

平成7年4月2日～
平成19年4月1日
に生まれた方

0.5ｍｌ 皮下

平成１７年度から平成２１年度ま
で接種勧奨を差し控えたことによ
り、日本脳炎の予防接種を受ける
機会を逸した方に対する特例で
す。

２０歳の誕生日
の前日までに接
種完了

９歳の誕生日の前
日～１３歳の誕生
日の前日まで
平成21年10月2
日以降に生まれた
方

標準的な接種
２回目：１回目の接種から２月
３回目：１回目の接種から６月

小６～高１に相当
する女子

　　　中1
平成25年6月に
厚生労働省から
積極的勧奨の差
し控え勧告が出
されたことによ
り、町から接種
対象者に接種勧
奨は実施してい
ない

３回0.5ｍｌ 筋肉内

標準的な接種
２回目：１回目の接種から１月
３回目：１回目の接種から６月
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